
土 日 月 火 水

あなた


声


お聴かせくださいあなた   声   お聴かせください

１  班

5.5.5.5.

第1 6回　佐伯市議会議会報告会

日程表、開催場所は次のページ

9999 10101010 11111111 12121212 13131313

２  班 ３  班

のの をを
本日は御参加いただき、誠にありがとうございます。

この報告会は、２年をかけてコミュニティセンターを

基盤とした全19地域で行います。

議会、市政に対するあなたの声を聴かせてください。
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次　第

問い合わせ先

5.5.5.5.

99

99 ３班午前９時30分～11時00分午前９時30分～11時00分午前９時30分～11時00分土 西上浦地域コミュニティセンター西上浦地域コミュニティセンター西上浦地域コミュニティセンター

5.5.5.5.

99

99 ３班午後１時00分～２時30分午後１時00分～２時30分午後１時00分～２時30分土 米水津地域コミュニティセンター米水津地域コミュニティセンター米水津地域コミュニティセンター

5.5.5.5.

99

99 午後３時30分～５時00分午後３時30分～５時00分午後３時30分～５時00分 ３班土 木立地域コミュニティセンター木立地域コミュニティセンター木立地域コミュニティセンター

5.5.5.5.10101010 ２班午前９時00分～10時30分午前９時00分～10時30分午前９時00分～10時30分日 大入島地域コミュニティセンター大入島地域コミュニティセンター大入島地域コミュニティセンター

5.5.5.5.11111111 １班午後７時00分～８時30分午後７時00分～８時30分午後７時00分～８時30分月 上浦地域コミュニティセンター上浦地域コミュニティセンター上浦地域コミュニティセンター

5.5.5.5.12121212 １班午後７時00分～８時30分午後７時00分～８時30分午後７時00分～８時30分火 青山地域コミュニティセンター青山地域コミュニティセンター青山地域コミュニティセンター

5.5.5.5.13131313 １班午後７時00分～８時30分午後７時00分～８時30分午後７時00分～８時30分水 佐伯東地域コミュニティセンター佐伯東地域コミュニティセンター佐伯東地域コミュニティセンター

班 班　長 班　員　（議席順）

１班 大野 達也 佐藤　元 髙司 政文 塩月 将登 染矢 和陽 河野 和史 冨松 万平

２班 西條 隆洋 三浦  渉 大﨑 栄治 脇坂　豊 廣津留龍二 池澤 益彦 梶川 善寛

３班 井上 清三 河原 勝也 本田 房代 後藤 勇人 本杉 貴志 吉良 栄三 森川 寿子

主催

班 構
成

5.5.5.5.10101010 ２班午後１時00分～２時30分午後１時00分～２時30分午後１時00分～２時30分日 本匠地域コミュニティセンター西分館本匠地域コミュニティセンター西分館本匠地域コミュニティセンター西分館

5.5.5.5.10101010 ２班午後３時30分～５時00分午後３時30分～５時00分午後３時30分～５時00分日 宇目地域コミュニティセンター宇目地域コミュニティセンター宇目地域コミュニティセンター

日 程
表

１　開会
２　代表者あいさつ
３　自己紹介
４　報告事項
　（委員会等の活動報告）

どの会場でも参加できます！

各班７人、３つの班で伺います

佐伯市議会事務局
℡２２－４５９８

佐伯市議会

５　質疑応答
６　意見交換会
７　閉会

・議会報告会は、２年かけてコミュニティセンターを基礎とした全19地域で開催します。 
・班編成は抽選、開催場所は班協議により決定しています。 
・議長は、特定の班に所属せず、いずれかの会場に参加します。 

佐伯市議会の
情報はこちら

H P YouTube X（旧Twitter）Instagram- 2 -
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〇議会報告会 

〇班別反省会 

〇議長へ報告書提出 

〇全員協議会 

（各班長の報告） 

〇政策研究会 

・政策テーマの抽出 

・政策提案・提言 

〇議会運営委員会 

・各委員会所管別に意見等を整理

（各委員会へ送付） 

・議会運営に関する意見について

検討 

・次回開催のあり方について検討 

〇各委員会（常任委員会・特別委員会） 

《市政に関する意見把握・検討・整理》 

①委員会で市民の意見等を共有 

②意見等を市当局へ文書で提出（一括） 

③所管事務調査（意見把握・課題） 

④政策提案・提言 

⑤本会議へ報告 

〇意見等の公表 

・市議会ホームページ掲載 

・市議会だより掲載（一部） 

・議会事務局、各振興局、各コミュニティセンターで閲覧 
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各派代表者会議 議会運営委員会 閉会日

全員協議会 全員協議会 広報

全国市長会

議会モニター委嘱式

全国市長会

代表･一般質問通告締切

議案質疑事前連絡

代表･一般質問割振協議

広報

各派代表者会議 政策

臨時会

開会日　各派代表者会議、 総務

各常任委員会、全員協議会

大分県市議会議長会総会

大分県市長会（春）

議会モニター委嘱式

教民、建設経済

代表・一般質問

予算特別委員会、建設経済、教民

一般質問

一般質問

議会改革

全国市議会議長会総会 一般質問

九州市長会 政策研究会、広報委員会

全員協議会 全国市議会議長会総会

初当選議員説明会 九州市長会

初当選議員説明会 議会改革

九州市議会議長会総会 建設経済常任委員会

教育民生常任委員会

総務常任委員会 議運、総務

予算特別委員会

各派、議運

各派代表者会議

議運、全議員勉強会

各派代表者会議 広報視察

全員協議会

広報視察

４月 ５月 ６月 ７月

1 火 1 木 1 日

2 水 2 金 2 月 2 水

3 木 3 土 （憲法記念日） 3 火 3 木

4 金 4 日 （みどりの日） 4 水 4 金

5 土 5 月 （こどもの日） 5 木 5 土

6 日
市長・市議選
（告示日） 6 火 （振替休日） 6 金 6 日

7 月 7 水 7 土 7 月

8 火 8 木 8 日 8 火

9 水 9 金 9 月 9 水

10 木 10 土 10 火 10 木

11 金 11 日 11 水 11 金

12 土 12 月 12 木 12 土

13 日
市長・市議選
（投票日）

13 火 13 金 13 日

14 月 14 水 14 土 14 月

15 火 15 木 15 日 15 火

16 水 16 金 16 月 16 水

17 木 17 土 17 火 17 木

18 金 18 日 18 水 18 金

19 土 19 月 19 木 19 土

20 日 20 火 20 金 20 日

21 月 21 水 21 土 21 月 （海の日）

22 火 22 木 22 日 22 火

23 水 23 金 23 月 23 水

24 木 24 土 24 火 24 木

25 金 25 日 25 水 25 金

26 土 26 月 26 木 26 土

27 日 27 火 27 金 27 日

28 月 28 水 28 土 28 月

29 火 （昭和の日） 29 木 29 日 29 火

30 水 30 金 30 月 30 水

31 土 31 木

令和７年度　佐伯市議会活動実績（４月～７月）

1 火
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広報視察

開会日

各常任委員会

臨時会

国への要望活動

全国市議会議長会評議員会

国への要望活動、企業誘致視察

政策 議員ソフトボール 全国市議会議長会評議員会

企業誘致視察

総務 議員ソフトボール 各派、広報

大分県市議会議長会議員研修会

建設経済視察 議会報告会

一般質問 全国都市問題会議

予算特別委員会、総務 建設経済視察

一般質問 全国都市問題会議 政策、議会報告会

議会改革 教民、建設経済視察

一般質問 議会報告会

一般質問 議会報告会

各派、政策、広報

企業誘致

議員陸上 議会報告会

決算特別委員会 議会報告会

議運

決算特別委員会

政策

建設経済常任委員会 決算特別委員会

教育民生常任委員会 各常任委、議会改革

総務常任委員会 議会運営委員会、全議員勉強会、

全協、議会改革、教民

予算特別委員会

議運

九州市長会 一般質問通告締切

建設経済、議会改革 九州市長会 議案質疑事前連絡

一般質問割振協議

全協 政策視察

各派

政策視察

教民 政策視察

議会運営委員会 閉会日

全議員勉強会、全協、各派、広報 全協、決算、広報、企業誘致

大分県市長会（秋） 開会日

議運、各派、各常任委

教民視察

一般質問通告締切 教民視察

総務視察

議案質疑事前連絡 教民視察、総務視察

一般質問割振協議、建設経済

総務視察

令和７年度　佐伯市議会活動実績（８月～11月）

８月 ９月

1 月

2 土 2 火

3 日 3 水

4 月 4 木

5 火 5 金

6 水 6 土

7 木 7 日

8 金 8 月

9 土 9 火

10 日 10 水

11 月 （山の日） 11 木

12 火 12 金

13 水 13 土

14 木 14 日

15 金 15 月 （敬老の日）

16 土 16 火

17 日 17 水

18 月 18 木

19 火 19 金

20 水 20 土

21 木 21 日

22 金 22 月

23 土 23 火 （秋分の日）

24 日 24 水

25 月 25 木

26 火 26 金

27 水 27 土

28 木 28 日

29 金 29 月

土 30 火

31 日

30

１０月 １１月

1 金 1 水 1 土

2 木 2 日

3 金 3 月 （文化の日）

4 土 4 火

5 日 5 水

6 月 6 木

7 火 7 金

8 水 8 土

9 木 9 日

10 金 10 月

11 土 11 火

12 日 12 水

13 月 （スポーツの日） 13 木

14 火 14 金

15 水 15 土

16 木 16 日

17 金 17 月

18 土 18 火

19 日 19 水

20 月 20 木

21 火 21 金

22 水 22 土

23 木 23 日 （勤労感謝の日）

24 金 24 月 （振替休日）

25 土 25 火

26 日 26 水

27 月 27 木

28 火 28 金

29 水 29 土

30 木 30 日

31 金
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一般質問 佐伯市・延岡市議会交流会

議運、予算特別委員会、各常任委 教民団体モニター意見交換会

一般質問 代表・一般質問

各派 総務、教民

一般質問 一般質問

広報

一般質問 仕事始め 一般質問

議運、全協、広報、総務 議運

建設経済団体モニター意見交換会 一般質問

臨時会

議運、教民、広報、建設経済

建設経済常任委員会 建設経済常任委員会

教育民生常任委員会 教育民生常任委員会

総務常任委員会 総務常任委員会

予算特別委員会 予算特別委員会

各派

企業誘致 議会運営委員会 予算特別委員会

全議員勉強会、全協、議会改革

議会改革視察 教民 予算特別委員会

総務団体モニター意見交換会

議会改革視察

全協 議会改革視察

議運、政策

全協、政策

閉会日 代表･一般質問通告締切

議運、広報、議会改革、各常任委

未来議会レクチャー 議案質疑事前連絡 閉会日

代表･一般質問割振協議 広報、議会改革

串間市議会視察受入

教民

総務、建設経済 開会日

議運、予特、各常任委、企業誘致

予算特別委員会、政策

（補正予算先議）

仕事納め

企業誘致調査特別委員会

佐伯市未来議会

企業誘致

議運視察

議運視察

火 2 金

１２月 １月

（元日）

２月 ３月

1 月 1 木 1 日 1 日

2 2 月 2 月

3 水 3 土 3 火 3 火

4 木 4 日 4 水 4 水

5 金 5 月 5 木 5 木

6 土 6 火 6 金 6 金

7 日 7 水 7 土 7 土

8 月 8 木 8 日 8 日

9 火 9 金 9 月 9 月

10 水 10 土 10 火 10 火

11 木 11 日 11 水 （建国記念の日） 11 水

12 金 12 月 （成人の日） 12 木 12 木

13 土 13 火 13 金 13 金

14 日 14 水 14 土 14 土

15 月 15 木 15 日 15 日

16 火 16 金 16 月 16 月

17 水 17 土 17 火 17 火

18 木 18 日 18 水 18 水

19 金 19 月 19 木 19 木

20 土 20 火 20 金 20 金 （春分の日）

21 日 21 水 21 土 21 土

22 月 22 木 22 日 22 日

23 火 23 金 23 月 （天皇誕生日） 23 月

24 水 24 土 24 火 24 火

25 木 25 日 25 水 25 水

26 金 26 月 26 木 26 木

27 土 27 火 27 金 27 金

28 日 28 水 28 土 28 土

29 月 29 木 29 日

30 火 30 金 30 月

31 水

令和７年度　佐伯市議会活動実績（12月～３月）

31 土 31 火
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【令和７年12月定例会】 

 予算外議案３件を審査しました。 

◆ストップ！林野火災🔥 

 (議案第98号 佐伯市火災予防条例の一

部改正について) 

 岩手県大船渡市での林野火災を背景と

した国からの要請で、火災予防上必要な

「注意報・警報※」の規定を整備するもの

です。 

 採択の結果、原案のとおり可決すべきも

のとしました。 

 

 

 

【令和８年３月定例会】 

 予算外議案17件を審査しました。 

◆人権侵害のない佐伯市に向けて 

 (議案第 21 号 佐伯市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例の

制定について) 

 インターネットの匿名性や不特定多数性な

どに由来する風評被害、誹謗中傷が深刻化し

ていること、また、本市の中学生・高校生等を

対象にしたアンケート結果においても、回答

者の１割程度が「インターネット上の誹謗中

傷を受けたことがある」との実態を踏まえ、イ

ンターネットリテラシー※の向上に資する施

策や被害者の相談支援体制の整備などを明記

した条例を制定するものです。 

 採決の結果、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

「

 

１ 総務常任委員会 

※「注意報」発令時は屋外での「火入れ・たき火」など火の使用を控え、 

 「警報」発令時は火災予防上危険な気象状況のため、屋外での火の使用が禁止されます。 
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◆大分都市広域圏へ加入 

 (議案第 35 号 大分市及び佐伯市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約

の締結に関する協議について) 

 人口減少･少子高齢社会にあっても、活力ある社会経済を維持するための拠点を

形成する国の「連携中枢都市圏構想」に基づき、大分市は、近隣の７市町（別府市、

臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、由布市及び日出町）と連携協約を締結し、

大分都市広域圏を形成しています。 

 今回、佐伯市もこの大分都市広域圏へ加入するため、大分市と協議することに関

し、議会の議決を求めるものです。 

 

【圏域の目指す方向性】 

 (１)圏域全体の経済成長のけん引 

 (２)高次の都市機能の集積・強化 

 (３)圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

  ア 生活機能の強化に係る政策分野 

  イ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

  ウ 資源制約に対応するための圏域マネジメント等に係る政策分野 

    以下、参考として(３)ウの具体的内容を表示 

 

※なお、本議案に関連して、佐伯市の公の施設(桜ホール、図書館、各体育施設

など)を大分都市広域圏を構成する市町の住民が使用できること、反対に、大分

都市広域圏を構成する市町の公の施設を佐伯市の住民が使用できる「相互利用」

に関する議案も審査しました。 

 採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

- 9 -



 

 

 

【所管事務調査（３月６日実施）】 

◆市独自の地域通貨導入は取りやめ 

令和７年６月の建設経済常任委員会においては、デジタル地域通貨について引き

続き検討する旨の説明がありましたが、委員からは廃止事例の存在や慎重な判断を

求める意見が出されました。 

その後の執行部の検討により、独自のマネー機能は運営コストが大きく、持続可

能性の確保が困難であること、また民間キャッシュレス決済の活用により利便性の

向上や負担軽減が図られることが確認されました。 

これらを踏まえ、３月６日の所管事務調査において、執行部から、本市独自の地

域通貨は導入せず、民間キャッシュレス決済を活用して地域経済の活性化を図ると

ともに、利用促進についてはスポット的なプレミアム商品券事業を実施し、国や県

の補助金を活用する方向性が示されました。 

 

 

 

【２月６日実施】 

◆建設経済常任委員会と議会モニターとの意見交換会 

議会モニターの皆様と意見交換会を開催しました。会では、地元経済の状況や林

業の現状など、各モニターと活発な意見交換を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲意見交換会の様子 

２ 建設経済常任委員会 
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【令和７年 12 月定例会】 予算外議案 14 件を審査しました。 

◆佐伯サテライトオフィス（旧佐伯豊南高校）に企業進出 

（議案第 102 号 財産の無償貸付けについて（佐伯サテライトオフィス及びその用

地の各一部） 

本議案は、佐伯サテライトオフィス(旧佐伯豊南高校)とその敷地の一部を、東京

都板橋区に本社を置く株式会社アシストメイトへ５年間無償で貸し付けることにつ

いて、議会の議決を求めるものです。同社は企業や教育機関向けの IT サポート事業

を行っており、本市ではクラウドサポートセンターの開設や地元事業者向けの ICT・

DX 支援に取り組む予定で、地元から２人を採用し将来的には５人体制を目指すとし

ています。今回の企業誘致が、首都圏の IT 企業の地方進出や人材確保の成功例とな

り、今後の企業誘致につながることが期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和８年３月定例会】 予算外議案 14 件を審査しました。 

◆４月から１年間水道料金の基本料金が無償に 

（議案第２号、令和８年度佐伯市一般会計予算） 

水道事業会計繰出金（Ｒ７国補正：物価高騰対応）【新規】（営業課）３億 5,465 万円 

 

物価高騰等の影響を受ける市民生活の負担軽減を図るため、水道料金の基本料金

を減免する事業を実施します。 

本事業では、水道の利用口径にかかわらず、すべての給水契約を対象に、基本料

金（例：13 ミリ 760 円、20 ミリ 1,190 円・いずれも税込）を減免します。対象は約

34,200 世帯で、実施期間は４月の検針分から 12 か月間です。 

また、実施に当たっては、減免による水道事業会計の収入減を補填するため、一

般会計から企業会計へ繰出金を措置しています。 

これにより、市民の水道料金負担の軽減を図り、生活支援につなげます。 

▲大分県庁での立地表明式 ▲進出する佐伯サテライトオフィス 
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【令和７年 12月定例会】 

 予算外議案６件を審査しました。 

◆こども誰でも通園制度がスタート 

 (議案第 113 号 佐伯市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について) 

 児童福祉法等の一部改正により、保護者の就労等の要件を問わず、保育所等に通って

いない生後６か月から、満３歳未満までの乳幼児が保育所等を柔軟に利用することがで

きる乳児等通園支援事業、通称こども誰でも通園制度が創設されたことに伴い、国が定

める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を踏まえた条例を制定するもの

です。利用時間の上限は月10時間です。 

 

◆学校林の収益は各学校の経費に 

（議案第117号 佐伯市学校林基金条例の制定について） 

 学校林から生ずる収益を蓄積し、当該学校林を管理する学校の教育振興に係る費用に

明確に充てるため、基金を設置するに当たり、佐伯市学校林基金条例を制定するもので

す。 

 

【所管事務調査】２月 13日開催 

◆新たなこどもの居場所づくりのため、実証運営を実施 

 児童の健全育成を推進し、子育て中の家庭を支援するための新たなこどもの居場所の

設置に向け、ニーズの把握、サービスの内容、効率的な運営体制、地域コミュニティ活

動との連携などを検討するため実証運営事業を実施します。実証運営の結果を踏まえて

新たなこどもの居場所となる施設の機能や運営内容などを検討し、施設設置条例の制定

を目指すものであるとの説明を受けました。 

 

施設運営概要 

場  所 旧佐伯児童館（佐伯市中の島３－１３－２１） 

開 館 日 火曜日、水曜日、金曜日、土曜日、日曜日 ※状況により変更あり 

開館時間 午前９時～午後６時 ※状況により変更あり 

利 用 料 無料 

運営方式 市直営 

３ 教育民生常任委員会 
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◆史跡佐伯城跡三の丸の整備が始まります 

 佐伯城跡の三の丸（旧佐伯文化会館跡地）は令和４

年に文化会館を解体して以降、安全のため同館の基礎

が残る範囲は立入禁止措置を継続しており、早期の整

備公開が強く望まれています。 

 保存活用計画に示した方針に基づき、令和８年度か

ら令和 11 年度までの４か年で三の丸に特化した史跡

佐伯城跡三の丸整備事業を実施し、可能な限り早期に

利活用可能な状態とすることを目指します。 

 

 

【令和８年３月定例会】 

 予算外議案９件を審査しました。 

◆国民健康保険料に子ども・子育て支援納付金課税額が上乗せとなります 

(議案第 53号 佐伯市国民健康保険税条例の一部改正について) 

 地方税法等の一部改正に伴い、少子化対策として実施される「児童手当の拡充」、「妊

婦のための支援給付」、「こども誰でも通園制度」、「出生後休業支援給付」、「育児時短就

業給付」及び「育児期間中の国民年金保険料免除」の財源に充てるため、各保険者が現

行の保険料に上乗せして子ども・子育て支援金を被保険者から徴収することとなりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲三の丸（旧佐伯文化会館跡地） 
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 今期(令和７年度～令和８年度)の調査・研究テーマ 

 

１ 調査・研究テーマの選定理由 

   本政策研究会では、これまで様々な政策課題を取り上げ、提言書という形で執

行部に訴えかけてきました。今回は、議会基本条例第 12 条に掲げる「議会機能

の強化」のうち「政策立案」に着目し、本市の地域特性をテーマとした条例の制

定に取り組むこととしました。 

 

２ 「地域の特性」について 

   上記の調査・研究テーマ

決定後、何をもって「地域

の特性」とするか議論を重

ねました。 

   本市の策定する「さいき

ツーリズム戦略 2024-

2028」では、「佐伯の強み」

として、①食と観光、②自

然体験、③歴史と文化が示

されています。また、他の

自治体では、地酒、ちゃん

ぽん、ばらなどの地域産品

をテーマに条例を制定し

ている例もあります。さら

に、本市における少子高齢

化の現状も「地域の特性」

として考えられるのでは、との意見もありました。 

   こうした資料や意見等を踏まえ、 

    

    

                           を協議していきます。 

 

３ スケジュール(予定) 

   2026 年(令和８年) 

     ４月～６月 条例案の協議、関係課との意見交換など 

     ８月～11 月 先進自治体の視察調査、※12 月定例会に議案提出 

４ 議員政策研究会 
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５ 議会改革推進委員会 

設置の目的 

市民の多様な意見をいかに把握するか、政策提言や政策立案の強化をどう

するかといった「議会改革」を継続的に実施するため。 

〇令和５年９月に設置した委員会(協議・調整の場) 

〇定数は10人以内(現在５人) 

協議の進め方 

■議会運営の課題を抽出 

▼ 

■委員会で対策(解決策)を協議 

▼ 

■議会運営委員会へ結果報告 

▼ 

■ルールの見直しや新たな取組

の提案 

今後の予定 

以下の項目について、協議を進めていきます。 

① 佐伯市議会基本条例に係る活動検証等の実施 

② 佐伯市議会傍聴規則の見直し、傍聴意欲を高める方法も調査研究 

③ 佐伯市議会議員政治倫理条例の見直し、ハラスメントの部分も含め、

調査研究 

④ 佐伯市議会業務継続計画(ＢＣＰ)、行動マニュアル、災害対策会議設

置規程の文言整理 

▲議会改革推進委員会 

- 15 -



▲熊本県大津町議会 

▲長野県岡谷市議会 

▲熊本県菊池市議会 ▲熊本県熊本市議会 

●行政視察 

〈議会運営委員会〉１月 29 日（木）～30 日（金） 

 ・熊本県菊池市議会 

予算決算常任委員会の運営について 

子ども議会について 

 ・熊本県熊本市議会 

  予算決算常任委員会（審査方法）の運営について 

  議会運営全般について(陳情・請願審査、高校生議会、災害時の議会対応) 

 ・熊本県大津町議会 

  大津町ジュニアリーダー夢議会について 

議会ハラスメント防止条例について 

 

 

 

 

〈議会改革推進委員会〉１月 13 日（火）～15 日（木） 

 ・福岡県那珂川市議会 

議会改革の取組について（予算常任委員会等） 

珂川市職員へのハラスメント防止等に 

関する条例について 

・長野県岡谷市議会 

 議会改革の取組について 

（議会情報のオープン化について等） 

・長野県長野市議会 

議会におけるハラスメント防止の要綱の制定について 

議会改革の取組、議会の活性化について 
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▲質問する未来議員の様子 

▲一般モニターとの意見交換 ▲団体モニターとの意見交換

▲未来議員席の様子 

●議会モニターとの意見交換会 

〈議会モニター（一般モニター）との意見交換会〉 

２月 12 日（木）一般モニターとの意見交換会を開催しました。 

「開かれた議会運営のためにできること」をテーマにモニターの方より御

意見・御要望等を伺いました。 

〈議会モニター（団体モニター）との意見交換会〉  

団体モニターと意見交換会を開催しました。 

「議会運営」や「団体の活動について」等の御意見をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●佐伯市未来議会（こども議会） 

 １月 28 日（水）佐伯市議会議事堂（議場）にて日本文理大学附属高等学校

２年生による佐伯市未来議会を開催しました。 

９人の未来議員（高校生）が一般質問を行い、冨髙市長が答弁しました。 

この未来議会の様子は佐伯市議会 YouTube チャンネルで御覧いただけます。 
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しかし、佐伯市は九州一広い面積であり、６万人を超える人が住んでいますので、そんなにたくさんの市民が、

一度に集まって話し合うことはできません。 

 

  

そこで、佐伯市に住民票がある 18 歳以上の人たちで選挙をして、その代表を選びます。その選挙で選ばれた

代表者が「市⾧」であり「市議会議員」です。 

 

 

その「市議会議員」が市役所の人たちの考えを聞きながら話し合い、決めるところが「市議会」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 市議会では、市⾧や市議会議員からの議案について、質問や意見を述べ、市のルールや方向性を決めます。ま

た、市の仕事が正しく行われているか、市のお金が正しく使われているかをチェックする役目も持っています。 

 市議会と市⾧はそれぞれの役割のもと、協力して、佐伯市がより住みやすいまちになるように取り組んでいま

す。 

◆市議会議員の人数は？ 

 佐伯市議会には現在 22 人の議員がいます。 

 市議会議員は選挙によって選ばれます。立候補できるのは 25 歳以上の市民で、４年に一度選挙が行われます。 

18 歳以上の人が自分の選んだ立候補者に投票できます。 

 

私たちが暮らしている佐伯市を住みやすいまちにするには、どうしたら良いでしょう。 

それには、学校でクラスのことをクラス全員で決めるように、佐伯市に住んでいる私たち全員で意見を出し

合うのが一番良い方法です。 

市民 

市議会 市⾧ 

市民の意見を聞く 市民のための仕事をする 

選挙 選挙 

話し合い、決める 

議案を提出する 

市のルールやお金の使い方など… 

議決機関 執行機関 
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              議員の集まり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             同じ考え方を持ち活動をともにする議員のグループ 

議⾧・副議⾧ 市議会議員の中から選ばれ、議⾧は市議会を代表します。 

 ◆議⾧の役割は？ 

   会議の進行など、市議会での話合いをスムーズに進めます。また、市議会の代表として、いろいろな会議

に出席します。 

 ◆副議⾧の役割は？ 

   議⾧が不在の時に議⾧に代わって仕事をしたりします。 

市議会議員が集まって会議が開かれます。 

招集（会議を開くため議員を集めること）は通常、市⾧が行います。 

年４回開かれる定例会と、必要な時に開かれる臨時会があります。 

 月  月  月  月  月  月  月  月  月   月   月   月 

            

市議会 

会派 

議
長 

副
議
長 

第２回定例会 第 5 回定例会 第４回定例会 第 6 回定例会 

本会議 委員会 本会議 委員会 本会議 委員会 本会議 委員会 

第３回臨時会 
定例会・臨時会の期間は各会の 

の最初の本会議で決められます。 

会派 会派 

第１回臨時会 
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開会 

会期の決定 

議案の上程・提案理由の説明 

  市⾧が市の仕事の計画やお金の使い方などを提案・説明します。 

議案質疑 

  議員は議案について分からないことを質問します。 

委員会への付託 

議員全員が集まる場 

所属する委員会に分かれて審査をする場 

議員全員が集まる場 

佐伯市議会の定例会はおおむね次のような流れで進められます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  議案（ぎあん） 

市⾧や議員が提案する「市のルール」、「市の運営に必要な予算」など、市議会で話し合われるテーマの

ひとつひとつを「議案」といいます。 

  採決（さいけつ） 

議⾧が出席議員に賛成か反対かを求め、集約することを採決といいます。なお、議員が賛成か反対かを

表すことを「表決（ひょうけつ）」といいます。 

  招集（しょうしゅう） 

市議会を開くために議員を集めることを招集といいます。招集は市⾧が行います。 

  条例（じょうれい） 

市議会で決定された市のルールが「条例」です。 

本会議 

委員会 

本会議 

  各議案を分野ごとに分けて、更に詳しく調べたり、 

担当部署への質問などを行い、委員会としての賛成・

反対を決めます。 

委員⾧報告 

  委員会で話し合った内容を委員⾧が全議員に報告します。 

討論 

  賛成または反対の立場で意見を述べます。 

採決 

  議⾧が出席議員に賛成か反対かを求めます。 

市 ⾧   市議会で決まったことを基に、仕事を進めます。 

議会のことばの説明と市議会のルール 
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■ 本会議 
  議員全員で集まる会議で、本会議場で行われます。 

  本会議をするためには、議員の定数の半数以上の出席が必要です。 

  市⾧や議員が提出した議案について話し合い、市議会としての意思を決めます。 

  市議会の意思は、原則として出席議員の過半数で決めます。 

 

 ◆ 議場 

 

 

 

 

 

 

 

 

       傍聴席から見た議場 

 

 

 

 

 

 

 

 

議⾧席から見た議場 

 

本会議の様子 

 

  

 

 

局⾧ 

議会事務局 

執行部 

・市⾧ 
・副市⾧ 
・教育⾧ 
・各部⾧ 

執行部 
・副市⾧ 
・各部⾧ 演壇 

質問席 

議席 

傍 聴 席 

議⾧ 
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■ 委員会 
  委員会では市の仕事を分野ごとに分けて、調査や議案の審査などを行います。 

  議員は必ずどれかの常任委員会に入ります。（議⾧は辞退・辞任できます） 

  佐伯市議会には下図のように３つの常任委員会があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総務常任委員会】（現数 7 人）    【教育民生常任委員会】（現数７人） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         【建設経済常任委員会】（現数 7 人） 

              河川や道路、住宅、公園、農林水産業、商業、観光業などに関すること 

 

 

 

 

 予算特別委員会の様子                 建設経済常任委員会の様子 

 

 

 

 

 

  委員会での内容や結論は、本会議で報告します。 
  ほかにも必要に応じて作られる「特別委員会（※）」があります。 

（※）予算特別委員会（21 人）、決算特別委員会（20 人）など 

市の総合計画、財政・財産管理、消防・防災など

に関すること 

学校、スポーツ、環境・ごみ、福祉保健、税などに

関すること 
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佐伯市に対して要望があるときは、佐伯市議会に文書で直接伝えることができます。 

要望には次のような方法があります。 

  議員の紹介により提出するものを「請願
せいがん

書
しょ

」といいます 

  議員をとおさず自分で提出するものを「陳 情 書
ちんじょうしょ

」といいます。 

 

                                             例えば… 

 

 

                                      と要望を伝えると… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園が 

 完成します 
 

市議会で決まったことをもとに 

市は、仕事をすすめます 

公園をつくってほしい！ 

市 ⾧ 市議会 

要望の内容を審査し、採択するこ 

とが決定した場合は、市⾧に送付 
公園が必要と判断したら、 

つくるためのお金や利用のルール 

などの議案を市議会に提出 

市⾧からの議案を審査し、 

内容について賛成か反対かを 

判断します 
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佐伯市議会の活動について知る方法はたくさんあります 

 

◆議会を傍聴してみよう！ 
  市議会は、受付（市役所６階）の名簿に氏名等を記入するだけで傍聴できます。 

  

 

  

 

 

     

◆議会中継を見てみよう！ 

  本会議等の様子は YouTube でライブ配信、ケーブルテレビで生放送や録画放送で見ることができます。 

また、市議会のホームページでは、過去の映像を公開しています。 

 

◆議会広報誌を読んでみよう！ 

  「さいき市議会だより」は年４回（5/1、8/1、11/1、2/1） 

発行しています。 

まずは手に取っていただく、そして分かりやすい記事を心掛け作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市議会のホームページでもっと詳しく知ろう！ 
 佐伯市議会のホームページでは、会議の日程や会議録などを公開していますので、ぜひ御覧ください。 

 

ホームページへのアクセスはこちらから➡ 
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議会委員会等構成名簿 

【令和８年４月１日現在】  

議 長（塩月 健治）  副議長（大﨑 栄治）  監査委員（大野 達也） 

 

【常任委員会】 

常任委員会 定数 委員長 副委員長 委   員 

総   務 ８ 井上 清三 塩月 将登 
西條 隆洋 佐藤 元 染矢 和陽 

池澤 益彦 森川 寿子  

建 設 経 済 ７ 廣津留龍二 吉良 栄三 
三浦 渉 後藤 勇人 河野 和史 

冨松 万平 梶川 善寛  

教 育 民 生 ７ 髙司 政文 本田 房代 
河原 勝也 大﨑 栄治 大野 達也 

𦚰坂 豊 本杉 貴志  

【議会運営委員会】 

議 会 運 営 

委 員 会 

定数 委員長 副委員長 委   員 

10人

以内 
染矢 和陽 後藤 勇人 

西條 隆洋 河野 和史 

冨松 万平 吉良 栄三 

【政策研究会】 

政 策 研 究 会 

定数 会 長 副会長 会   員 

９ 西條 隆洋 河野 和史 

河原 勝也 井上 清三 塩月 将登 

大野 達也 後藤 勇人 𦚰坂 豊 

廣津留龍二   

【広報委員会】 

広 報 委 員 会 

定数 委員長 副委員長 委   員 

９ 梶川 善寛 池澤 益彦 

大﨑 栄治 髙司 政文 染矢 和陽 

冨松 万平 本杉 貴志 吉良 栄三 

森川 寿子   

【議会改革推進委員会】 

議 会 改 革 

推進委員会 

定数 委員長 副委員長 委   員 

10人以内 大野 達也 𦚰坂 豊 本田 房代 塩月 将登 吉良 栄三 

【企業誘致調査特別委員会】 

企業誘致調査

特 別 委 員 会 

定数 委員長 副委員長 委   員 

８ 三浦 渉 梶川 善寛 
西條 隆洋 河原 勝也 塩月 将登 

𦚰坂 豊 池澤 益彦 吉良 栄三 
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